
○一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法
に定められた基準を満たすものを都道府県知事が認定

（認定基準の例）
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人が２以上参加すること
・医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・参加法人が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること

参加法人
（非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人）

・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関

病院 診療所 ・関係自治体 等

○医療連携推進区域（原則地域医療構想区域内）を定め、区域内の病院等の連携推進の方針（医
療連携推進方針）を決定

○医療連携推進業務等の実施
診療科（病床）再編（病床特例の適用）、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、参加法人
への資金貸付（基金造成を含む）、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等

○参加法人の統括（参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる）

・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢としての、新たな法人の認定制度
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保

地域医療連携推進法人制度の概要
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業務を執行
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参画（社員）参画（社員）参画（社員）参画（社員）

(例)医療法人Ａ (例)公益法人Ｂ (例)ＮＰＯ法人Ｃ

介護事業所診療所病 院



○「南檜山の患者は、できるだけ南檜山で診る」ことを指向し、圏域全体で目指すべき医療の方向性を示す、

『南檜山圏域の医療を確保するための行動方針』を策定。
・入院機能をできるだけ江差病院に集約する。
・各町立医療機関は、地域包括ケアの拠点としての機能を担う。

○ 今後、本行動方針を踏まえ、令和３年度以降の新たな「公立病院改革プラン」及び「介護保険事業計画」を道及び各
町において令和２年度中に策定し、限られた医療資源を効果的・効率的に活用しながら、関係者が力を合わせ、南檜山
圏域全体で将来にわたり持続可能な医療提供体制の構築に向けて取り組む。

○ また、本行動方針に基づく取組を関係者が一体となって進めるため、「地域医療連携推進法人」の設立を進める。
（R2.9.1設立）

○ さらに、国の「重点支援区域」への申請について、地域医療構想調整会議で合意。（R2.8.25選定）

問題意識：「今ここで、関係者が力を合わせ、将来を見据えた医療提供体制を作り上げていかなければ、
人口減少が急速に進む南檜山の医療は守れない」

・急性期・回復期を担う
・初期・二次救急を強化する
・専門領域の診療機能を確保す
る

これから

入院機能
の集約

地域包括
ケアの強化

地域包括
ケアの強化

大学

これまで

厚沢部町国保病
院

道立江差病院

奥尻町国保病院
町立上ノ国診療

所

乙部町国保病院

大学

各医療機関とも
休床を多く抱える

R2.3.19 行動方針の策定

ポイント

札医大における地域医療研究セン
ター事業により、道立江差を人材
育成のフィールドに位置づけ

「南檜山圏域」の取組状況 令和2年9月15日
総医協地域医療専門委員会 資料

（一部追記）
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○ 名称（仮称）：地域医療連携推進法人「上川北部医療連携推進機構」
○ 参加団体 ：名寄市（名寄市立総合病院）、士別市（士別市立病院） ※今後拡大を検討
○ 区域 ：上川北部圏域 ※今後拡大を検討
○ 具体的な取組：①診療機能等の集約化・分担・強化、病床規模の適正化

②医療機器の共同利用
③医薬材料・薬品等の共同交渉・共同購入
④委託業務共同交渉
⑤連携業務の効率化（電子カルテ、その他システム等の将来的な連動）
⑥医療介護従事者の派遣体制の整備、人材育成、人事交流
⑦入院患者の在宅療養生活への円滑な移行の推進、病院間の連携強化
⑧働き方改革への対応

地域医療連携推進法人の概要

○ 令和２年３月16日 名寄市病院事業と士別市病院事業が本年10月にも「地域医療連携推進法人」を
設立する旨公表。（R2.9.1設立）

○ 名寄市立総合病院に急性期医療を集約し、士別市立病院は主に回復期・慢性期の患者を担う機能分
担により、効率的な医療提供体制を目指す。

名寄市立総合病院 士別市立病院

一般病床 300床
・高度・急性期 252床
・回復期 40床（地域包括ケア）

・休床 ８床
（精神55床 感染症４床）

地方・地域センター病院
救命救急センター
災害拠点病院
周産期母子医療センター

一般病床 148床
・急性期 60床
・慢性期 88床
（うち地域包括ケア病床27床）

救急告示病院
在宅療養支援病院

２病院による
意見交換を
重ねる

地域医療連
携推進法人
を設立する
旨表明

（推進方針）

「上川北部圏域」の取組状況 令和2年9月15日
総医協地域医療専門委員会 資料

（一部追記）

73



・岩見沢市立総合病院 （築35年）※
・北海道中央労災病院 （築64年）
・市立美唄病院 （築53年）※
・市立三笠総合病院 （築55年）
・栗山赤十字病院 （築40年）※
・北海道せき損センター（築64年）

※建替を検討中
（R1年度時点）

○ 岩見沢市立総合病院と北海道中央労災病院では、人口減少下にお
ける急性期機能の維持・強化を図るため、機能集約化など再編統合
に向けた議論を進めていただきたい。

○ その他の病院では、岩見沢市内の議論の状況も踏まえながら、各
病院においてどのような機能・規模が必要か、検討を進めていただ
きたい。

道からの論点提起

○ 南空知圏域では、公立・公的医療機関で施設の老朽化等が進み、建替えに向けた検討が進められて
いる状況にあり、地域の議論を促進する必要があったことから、令和２年２月1０日開催の調整会議
において道から「論点提起」。

○ 岩見沢市立総合病院と北海道中央労災病院を対象病院として、国に「重点支援区域」の申請をする
ことを調整会議で合意。（R2.8.25選定）

一般病床 365床
・急性期 365床
（精神115床 感染症４床）

地域センター病院
救急告示病院
災害拠点病院
周産期母子医療センター

一般病床 199床
・急性期 164床
・回復期 35床

地域がん診療病院
救急告示病院

岩見沢市立総合病院
(独)労働者健康安全機構
北海道中央労災病院

主な公立・公的病院の築年数

急性期機能の
維持・強化に
向けた再編統合

「南空知圏域」の取組状況 令和2年9月15日
総医協地域医療専門委員会 資料

（一部追記）

74



（北海道保健福祉部地域医療課）

20以前 2000 2001 2022 2023 2024 2025

~R1 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

● 独立行政法人国立病院機構函館病院（急性期→回復期47床）平成30年度

● 共愛会病院（慢性期→回復期45床）平成30年度

● 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院（急性期→回復期47床）転換

● 南檜山・北渡島檜山圏域患者流入も踏まえた医療提供体制の検討（調整会議）

● 他圏域を含めた詳細な受療動向等のデータ共有

（南檜山・北渡島檜山圏域との広域連携検討）

● 重点支援区域に選定（令和2年8月）

● 地域医療連携推進法人設立（令和2年9月）

(道立江差病院、町立上ノ国診療所、石崎診療所、厚沢部町国保病院、乙部町国
保病院、奥尻町国保病院、奥尻町青苗診療所、江差診療所、江差脳神経外科ク
リニック）

●
国アドバイザーによるデータ分析結果を調整会議で共有し、現状分析と意見交
換（令和3年10月：重点支援区域における国の支援）

● 連携推進法人各病院長による会議で次年度の取組の検討

● 連携推進法人理事会（R3決算、事業報告）　(令和4年6月）

● 道立江差病院に入院機能を集約し、各町立医療機関はプライマリケアを担うこ
となど地域の医療連携・分化に向け連携推進法人の取組を推進

① それぞれの病院における将来的な役割・機能
等の在り方と検討

● 国立八雲病院の廃止及び機能移転　　（令和2年8月　▲249床）

② 在宅医療の提供体制の構築に向けた、地域に
おける役割分担の明確化及び連携体制の推進

● せたな町国保病院建替基本計画（Ｒ８建替）

③ 人口減少を見据え、各病院での連携強化によ
る急性期機能の集約化

札 幌 ○ 各地域で顔の見える連携体制を構築すること ●
個別調整部会の設置
※医療機関相互の統合や再編などは多数あり割愛

南 檜 山
○ 各医療機関・自治体における機能分化と連携
体制の強化

北 渡 島
檜 山

南 渡 島
○ 急性期経過後の患者等の受け皿と在宅医療等
の提供体制の確保

区域 重点課題

各圏域の主な取組・今後の方針

主な取組内容など

地域医療構想の主な取組状況（構想区域別）①
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（北海道保健福祉部地域医療課）

20以前 2000 2001 2022 2023 2024 2025

~R1 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

① 人口減少を見据えた急性期機能のあり方 ● ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院の改築予定（172→157床、急性期→回復）

② 医療機関の機能等の役割分担

③ 在宅医療の提供体制の確保

● 岩見沢市立総合病院と中央労災病院再編統合の協議開始（令和２年3月）

● 重点支援推進区域に選定（令和2年8月）

● 岩見沢市立総合病院と北海道中央労災病院の統合に係る基本合意（令和3年7
月）

● 統合を前提とした新病院整備基本方針作成（令和3年8月）

● 新病院基本設計（令和9年度開設）

● 国アドバイザーによる統合に向けた技術的支援（相談・課題分析）

● 市立美唄病院建替基本構想・基本計画策定（ダウンサイズ　急性期→回復期）

● 基本設計公表（令和4年4月）（急性期▲42、回復49、慢性▲45）

● 新病院開設予定

● あかびら市立病院（急性期30床→回復期（地域包括ケア病床）30床：H30～R3）

● 市立芦別病院（急性期→回復期　８床）(令和3年11月）

●
・医師派遣を通じた医療機関の連携。
（砂川市立病院：圏域４病院、圏域外３病院、滝川市立病院：１病院、平岸病
院：１病院　令和3年度実績）

●
・開放型病棟による病診連携。
（奈井江町立国民健康保険病院）

●
北空知地域医療介護確保推進協議会（１市４町で交付金を拠出し、深川市立病
院が事務局）設置　平成28年度～

● 深川市立病院　地域包括ケア病棟開設（平成30年2月）

各圏域の主な取組・今後の方針

主な取組内容など

中 空 知
○ 急性期病院と回復期・慢性期医療機関等との
連携強化

北 空 知
○ 地域包括ケアシステムの更なる充実に向けた
医療・介護機能の確保について

後 志

南 空 知

○ 建替えを検討している医療機関における将来
の役割・機能等のあり方

（岩見沢市立総合病院、中央労災病院）

(市立美唄病院）

区　域 重点課題

地域医療構想の主な取組状況（構想区域別）②
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（北海道保健福祉部地域医療課）

20以前 2000 2001 2022 2023 2024 2025

~R1 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

① 医療機関の役割について ●

３病院（市立室蘭総合病院、日鋼記念病院、製鉄記念室蘭病院）の診療機能統
合再編等の協議「室蘭市地域医療連携・再編等推進協議会」12回開催（平成30
年9月～令和2年2月）
※現在、一時休止中

② 将来、過不足が見込まれる病床機能の把握に
ついて

● 協議会の「第2次中間取りまとめ」（令和2年3月）

→高度急性期・急性期機能は新病院の建設も視野に東室蘭に1つ整備

→回復期・慢性期・比較的軽度な急性期医療は蘭西地域に確保

→市立室蘭総合病院の経営効率の取組強化,独立行政法人への移行も検討

● JCHO登別病院（急性期▲2床、回復期１床、休棟等▲53床)平成30年度

● 北海道社会事業協会洞爺病院（回復期▲25床、慢性期▲15床、休棟等▲53床）

① 医療機関間の役割・機能の分担と連携 ● 白老町国保病院改築（R6年５月頃開院／58床→40床）

② 医療機関と介護サービス・在宅療養との連携
体制の構築

● 白老町：小規模介護老人保健施設定員29名→小規模介護医療院定員19名（国保
病院と併設）

③ 公立病院における2021年度以降の取組方針

① 回復期病床の確保 ● 浦河赤十字病院　急性期10床→回復期へ転換

② 医師及びその他等医療従者等の確保 ● 新ひだか町静内病院　急性期12床→地域包括ケア病床へ転換

● たいせつ安心i医療ネットR3：情報参照施設数146施設

● 旭川リハビリテーション病院　急性期→回復期32床増（令和2年6月）

● 上川北部医療連携ネットワーク（ポラリスネットワーク）H25～ 他圏域にまた
がり情報共有

● 入退院における連携ルール作成（名寄市立総合病院－上川北部８市町村）

● 地域医療連携推進法人設立（名寄市立総合病院－士別市立病院：令和２年９
月）

機能分担及業務の連携を推進し、上川北部における医療提供体制を将来的に維
持

● 町立和寒病院の無床診療所化(令和3年4月）

区　域 重点課題

各圏域の主な取組・今後の方針

主な取組内容など

③ 病床が全て稼働していない病棟を有する医療
機関への対応

日 高

上 川
中 部

○ 人口構造・疾病構造の変化を見据えた回復期
機能の確保及び在宅医療の確保

上 川
北 部

○ 今後の人口減少等を踏まえて、圏域全体で効率的
な医療を提供するため、基幹病院における急性期機能
を維持し、回復期・慢性期機能の役割分担を明確にし
て、連携強化を図る

西 胆 振

東 胆 振

地域医療構想の主な取組状況（構想区域別）③
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（北海道保健福祉部地域医療課）

20以前 2000 2001 2022 2023 2024 2025

~R1 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

● ふらの西病院（慢性期→介護医療院40床）慢性期３床廃止

● 上富良野町立病院が（慢性期→介護医療医院４床）慢性期1床廃止

● 上富良野町立病院改築計画(令和７年予定)地域包括ケア病棟の導入を検討中

● 富良野協会病院（急性期→回復期50床）Ｈ28

● ふらの西病院（急性期→回復期6床）Ｈ30

● 上富良野町立病院（急性期→回復期44床）R2

③ 在宅医療の提供体制の確保ついて ●

① 地域医療を確保するため、医師及び医療従事者の
確保対策について

●
留萌市立病院（休床52床削減）急性期44床→回復期44床（地域包括ケア病床
H30.10月）

② 人口減少・人口構造・疾病構造の変化を見据え
た、望ましい医療機能の確保について

● 遠別町立国保病院の診療所化（慢性期36床→19床）令和5年度中開設予定

③ 管内の病院等の、将来の役割・機能分担とその連
携に向けた定期な意見交換等について

① 不足している医療機能（回復期機能）の確保 ● 豊富町国民健康保険病院の診療所化（急性期24床・慢性期4床→急性期19
床:H30）

② ICTを活用した地域ネットワークの構築 ● ● 浜頓別町国民健康保険病院建替基本構想・基本計画策定（R7開院）（回復期40
床）

③ 在宅医療の確保 ● 一部医療機関において、上川北部医療連携ネットワーク（ポラリスネットワー
ク）への参加による患者情報の共有化

④ 医師をはじめとする医療従事者の確保

● 北見市医療・介護連携支援センター設置

● 社会医療法人明生会道東の森総合病院(回復期25床増床)(令和2年8月)

●
医療法人ケイ・アイオホーツク海病院（慢性期→回復期100床）（令和7年予
定）

● 滝上町国民健康保険病院の診療所化（令和3年4月）

●
ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院（地域包括ケア病棟10床増床、療養病床20床休
床）（令和2年3月）

② 地域医療における役割分担・連携に向けた意見交換の場の設定● 一部医療機関において、上川北部医療連携ネットワーク（ポラリスネットワー
ク）への参加による患者情報の共有化

各圏域の主な取組・今後の方針

主な取組内容など

① 人口減少を見据えた回復期機能（急性期経過
後の受け皿、軽度急性期対応を含める）の確保

留 萌

宗 谷

北 網 ○ 在宅医療等の提供体制の確保

遠 紋

富 良 野

① 医療機関の役割分担の具体化及び再編に向け
た検討について

② 病床機能（回復期病床）の確保について

区　域 重点課題

地域医療構想の主な取組状況（構想区域別）④
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（北海道保健福祉部地域医療課）

20以前 2000 2001 2022 2023 2024 2025

~R1 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

●
十勝いけだ地域医療センター(急性期→回復期(地域包括ケア病床)60床：H28～
R7(予定)(令和2年4月時点44床転換))

● 広尾町国民健康保険病院を独立行政法人化、北斗病院と連携し診療に係る効
率・質を向上（平成31年4月）

● 社会医療法人恵和会黒澤病院と同法人おびひろ呼吸器科内科病院の統合
（急性期53床→回復期（地域包括ケア病床）47床）（令和元年10月）

● ●
鹿追町国民健康保険病院（急性期→回復期　23床 令和元年７月）（慢性期→回
復期　７床 令和2年7月）

① 急性期病院と回復期・慢性期病院との連携強
化

●
釧路根室地域の一部医療施設をネットワークで結び、診療情報を共有（メディ
ネットたんちょう）（平成25年度～）

② 在宅医療提供体制の確保 ● 道東勤医協釧路協立病院(急性期→回復期(地域包括ケア病床)38床)(令和2年10
月)

● ●
釧路労災病院(急性期→回復期50床(地域包括ケア病床)(平成31年2月)
(急性期50床→回復期33床(緩和ケア病床)・17床削減)(令和４年4月)

① 地域全体での医療従事者の確保対策 ● 町立中標津病院(許可199床→173床(稼働120床、休床53床)(令和2年9月)

② 病床機能の急性期から回復期・慢性期への転
換

● 石田病院(介護療養病床を廃止し介護医療院を開設　60床)(令和2年4月)

市立根室病院(急性期→回復期(地域包括ケア病床の増床)転換を検討中)

区　域 重点課題

各圏域の主な取組・今後の方針

主な取組内容など

釧 路

根 室

十 勝
○ 人口構造、疾病構造を見据えた回復期機能の
確保

地域医療構想の主な取組状況（構想区域別）⑤
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医療計画（医師確保計画）について
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『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」）の策定

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを
踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

・ 短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、医師を短期的に増やす方針とする

・中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元
出身者枠の増員によって医師を増やす方針とする等

医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成
するための具体的な施策を策定する。

・ 大学医学部の地域枠を15人増員する

・ 地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療圏
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う
等

医師の確保の方針 目標医師数を達成するための施策

(例)

医師の偏在の状況把握

* 2020年度からの最初の医
師確保計画のみ４年
（医療計画全体の見直し
時期と合わせるため）

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

都道府県による医師の配置調整のイメージ

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師多数区域・医師少数区域の設定

全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区
域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標の算出

三次医療圏・二次医療圏ごとに、医師の偏在の状況を全国ベースで客
観的に示すために、地域ごとの医療ニーズや人口構成､医師の性年齢
構成等を踏まえた医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要（ニーズ）及び
将来の人口・人口構成の変化

・ 患者の流出入等
・ へき地等の地理的条件

・ 医師の性別・年齢分布
・ 医師偏在の種別
（区域、診療科、入院／外来）

（例）

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少な
い地域に医師が配置され
るような取組を実施

可視化された客観的な
データに基づき、効果的な
施策立案を実施

３年*ごとに、都道府県において計画を見直し（PDCAサイクルの実施）

全国335医療圏

医師偏在指標

医療圏の順位 335
位

334
位

333
位

３位 ２位 １位

小 大下位33.3％

⇒医師少数区
域

上位33.3％

⇒医師多数区
域・・・

背景
・ 人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・ 都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師偏在指標で考慮すべき「５要素」

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師確保計画策定時に、３年間の計画期間の終
了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指
標を踏まえて算出する。

（R3.6.18 第８次医療計画等に関する検討会資料）

医師確保計画を通じた医師偏在対策について
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「北海道医師確保計画」について

現行計画：２０２０年度～２０２３年度

【道が目指す姿】
・北海道医療計画の基本理念である、
「住民・患者の視点に立って、良質か
つ適切な医療を効率的かつ継続的に提
供する体制の確立」に向けて、地域医
療構想や国における医師の働き方改革
の推進状況等も踏まえ、本道における
医師の地域偏在の是正を目指します。
・本計画の実施・達成を積み重ね、１
計画期間ごとに、医師少数区域に属す
る二次医療圏がこれを脱することを繰
り返し、医師の地域偏在の是正は2036
年度までに達成することを目標としま
す。
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国は､医師偏在指標に基づき､全国47都道府県のうち上位33.3％に該当する都道府県を「医師多数都道府県」に､
下位33.3％に該当する都道府県を「医師少数都道府県」に設定することとしており､この結果､都道府県別では､
医師偏在指標の全国値が239.8であるのに対し､北海道は224.7で､全国では29位となり､医師多数でも医師少数
でもない都道府県に位置づけ。

「北海道医師確保計画」（医師偏在指標）について
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「北海道医師確保計画」（医師偏在指標）について

国は、医師偏在指標に基づき、全国３３５の二次医療圏の
うち、上位３３.３%に該当する圏域を「医師多数区域」に、
下位３３.３%に該当する圏域を「医師少数区域」とするこ
ととしており、道は、国の方針に従って区域を設定するこ
ととします。

この結果、道は、本計画期間中において、道内21圏域の
うち旭川市を含む上川中部圏域及び札幌市を含む札幌圏域
の２圏域を「医師多数区域」に設定し、宗谷圏域、北渡島
檜山圏域、根室圏域など１０圏域を「医師少数区域」に設
定することとします。なお、それ以外の９圏域については、
医師多数でも医師少数でもない区域（以下「医師中間区
域」という。）となります。
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（参考）
医師の働き方改革
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働き方改革関連法（2018年７月公布、2019年４月から順次施行）

｢働き方改革｣は､働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」､「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる
生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将
来の展望を持てるようにすることを目指します。

働き方改革の目指すもの

｢⻑時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭⽣活の両⽴を困難にし、少⼦化の原因、⼥性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参
加を阻む原因となっています。⻑時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、⼥性や⾼齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率
の向上に結びつきます。このため、今般の働き方改革の⼀環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。

時間外労働の上限規制

●時間外労働(休日労働は含まず)の上限は､原則として､月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、
これを超えることはできなくなります。
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・・・・・・年720時間以内
・時間外労働＋休日労働・・・月100時間未満、２〜６か月平均80時間以内 とする必要があります。
●原則である月45時間を超えることができるのは、年６か月までです。
●法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
●⼤企業への施⾏は2019年４月ですが、中⼩企業への適⽤は１年猶予され2020年４月となります。

法改正のポイント

適用猶予・除外の事業・業務

自動車運転の業務
改正法施行５年後に､時間外労働の上限規制を適用。上限時間は､年９６０時間とし､将来的な一般則の適用について引き続き検討
する旨を附則に規定。

建設事業
改正法施行５年後に､一般則を適用。(ただし､災害時における復旧・復興の事業については､１か月１００時間未満・複数月平均８０時間以内の
要件は適用しない。この点についても､将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。)。

医 師
改正法施行５年後(2024年４月)に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時
間の短縮策等について検討し、結論を得る。

鹿児島県及び沖縄県
における砂糖製造業

改正法施行５年間は､１か月１００時間未満･複数月８０時間以内の要件は適用しない。(改正法施行５年後に､一般則を適用)

新技術・新商品等の
研究開発業務

医師の面接指導(※)､ 代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で､時間外労働の上限規制は適用しない。※時間外労働が一定時
間を超える場合には､事業主は､その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(労働安全衛生法の改正)

違反した場合には、
罰則（６か⽉以下の懲

役または30万円以下
の罰⾦）が科されるお

それがある。

※R4.1.19公布年間上限960時間､1860時間(労働基準法施行規則)
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一定の健康確保措置の実施を前提に、長時間労働を認める医療機関

Ｂ水準

連携Ｂ水準

Ｃ－１水準

Ｃ－２水準

Ａ水準

一般労働者と同等の時間外労働の上限規制が適用される医療機関

上記以外の医療機関

救急医療等の地域医療提供体制の確保の観点から必須とされる機能を果たす上で、やむを得ず長時間労
働が必要となる医療機関

医師の派遣を通じて、地域医療提供体制を確保する上でやむを得ず長時間労働が必要となる医療機関

臨床研修医・専門研修医が医師としての資質を確保するために、やむを得ず長時間労働が必要となる医療
機関

臨床従事６年目以降の医師が、高度な技能を有する医師の育成が公益上必要な分野において、当該技能
の育成に関する診療業務を行うためにやむを得ず長時間労働が必要となる医療機関

〈医師の働き方改革〉

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等（医療法）【 令和６年４月１日に向け段階的に施行 】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる 。
・勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成
・地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度
の創設
・当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施等

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の概要

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地
域の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医
療構想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。

令和３年５月28日公布趣 旨

概 要

⇒業務開始から24時間経過までに９時間連続休息時間確保・代償休息のセット(義務)

87



月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

医師の時間外労働規制について

一般則 ２０２４年４月～ 将 来
[暫定特例水準の解消(＝
2035年度末を目標)後]（例外）

・年720時間
・複数月平均80時間
（休日労働含む）
・月100時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

【時
間
外
労
働
の
上
限
】

年960時間／月100時間
未満(例外あり)

※いずれも休日労働含む

※１：あわせて月155時間を超える
場合には労働時間短縮の具体的
措置を講ずる。
※２：特定宿日直以外の宿日直に
従事する場合で、24時間経過まで
に９時間継続休息時間が確保でき
ない場合に限る。

（原則）
１か月45時間
１年360時間

【追
加
的
健
康
確
保
措
置
】

※この（原則）については医師も同様。 ※連携Ｂの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下。

Ａ：診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準

年1,860時間／月100時間未
満(例外あり)

※いずれも休日労働含む

年1,860時間／月100時間未満(例外あり)
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向 将来に向けて

縮減方向

C-1 C-２

年960時間／月
100時間(例外あり)

※いずれも休日労働含む

Ａ

Ｃ-1：臨床研修医・専攻医が、研
修プログラムに沿って基礎的な
技能や能力を修得する際に適
用
※本人がプログラムを選択
Ｃ-２：医籍登録後の臨床従事６
年目以降の者が、高度技能の
育成が公益上必要な分野につ
いて、指定された医療機関で診
療に従事する際に適用
※本人の発意により計画を作成
し、医療機関が審査組織に承認
申請

C-1 C-２Ｂ連携Ｂ

集
中
的
技
能
向
上
水
準

（
医
療
機
関
を
指
定
）

地
域
医
療
確
保
暫
定

特
例
水
準

（
医
療
機
関
を
指
定
）

業務開始か
ら24時間経
過までに
９時間連続
休息時間確
保・代償休
息のセット
(義務)

業務開始から24
時間経過までに
９時間連続休息
時間確保・代償
休息のセット(努
力義務)

実際に定める36協
定の上限時間数が
一般則を超えない
場合を除く。

業務開始か
ら24時間経
過までに
９時間連続
休息時間確
保・代償休息
のセット(義
務)

臨床研修医は
連続勤務時間
制限を強化し
て徹底

業務開始から
24時間経過ま
でに９時間連
続休息時間確
保・代償休息
のセット(努力
義務)

※実際に定める
36協定の上限時
間数が一般則を
超えない場合を
除く。

業務開始
から24時
間経過ま
でに９時
間連続休
息時間確
保・代償
休息の
セット(義
務)

（厚生労働省資料を一部修正）

初期研修医は､業
務開始から24時間
経過までに９時間
連続休息時間確
保・代償休息の
セット

又は業務開始
から46時間経
過までに､18時
間継続休息時
間確保・代償
休息セット

又は業務開始から
46時間経過までに､
18時間継続休息時
間確保・代償休息
セット

又は勤務開始から
48時間経過までに
24時間継続休息

※２

※１

※１
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２０２４年４月に向けたスケジュール

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

労務管理の一層の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取組み

※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定
※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。

特例水準の指定を受けた
医療機関

時間外労働が年960時間以下の医師
のみの医療機関は都道府県の指定不要

⇒時短計画に基づく取組み
⇒特例水準適用者への追加的
健康確保措置
⇒定期的な時短計画の見直し、
評価受審

Ｃ－１水準 Ｃ－２水準

医師についての時間外労働の上限規制
の運用開始（改正労働基準法の施行）

※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行

※第三者評価に関する規定は2022年4月施行

時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成

※時間外労働が年960時間を超えている医師がいる医療 機関は、時短計画を作成し取り組む
よう努め、その時短計画に基づく取組（PDCA ）に対して都道府県が支援

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価
労働時間実績や時短の取組状況を評価

連携Ｂ水準

連携Ｂ水準

Ｂ水準

Ｃ－１水準

Ｃ－２水準

Ｂ水準

都道府県による特例水準医療機関の指定
（医療機関からの申請）

地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断

臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示

※開始年限は、臨床研修部会等において検討

※審査組織 における審査に関する規定は2022 年4月施行

審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査

Ｃ－２水準

Ｃ－１水準

（厚生労働省資料） 89



医療機関の宿日直許可申請に関する相談を受け付ける窓口の設置

◇令和４年４月１日から、医療機関の「宿日直許可申請」に関する相談窓口を厚生労働省に設置
◇受け付けた相談については、厚生労働省本省で検討の上、回答
※訪問による支援が適切な相談など、現地での具体的な支援が有効な相談については、相談者の意向も踏まえ、厚生労働省
本省経由で医療勤務環境改善支援センター（医療労務管理アドバイザー）が必要な支援を実施

（相談する医療機関のイメージ）
・労働基準監督署に相談することに対して
不安やためらいがあるので、実際に相談
する前に、監督署への相談についてざっ
くばらんに聞きたい。

・地域の医療勤務環境改善支援センターや、
労働基準監督署に相談しているが、相談
内容について、厚生労働省本省の専門家
にも相談してみたい。

など

宿日直許可の申請を検討している
医療機関（病院・診療所）

厚生労働省本省
（宿日直許可申請に関する相談窓口）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24880.html

※労働基準監督署に相談したい
内容を確認。相談者の意向を
踏まえて、必要な支援を実施。

医療勤務環境改善支援センター
（相談した医療機関の所在地を担当）

労働基準監督署

※日頃から、医療機関の勤務環境改善に関する相談に
応じ、必要な支援を実施（都道府県ごとに設置）

申請・相談

支援

訪問支援等を実施

連携

現地での具体的な
支援が有効な相談等

相談内容に即した
助言等

宿日直許可申請に
関する相談

90



医師の働き方改革に向けた医療機関の検討状況【北海道】①

国の調査「病院に勤務する医師の働き方に関するアンケート調査」(令和３年８月実施)結果及び北海道医療勤務環境改善支援センターに
よる留置調査(期間：令和元年～令和３年)に基づき、突合し整理したもの。※R4.3.31現在

連携Ｂ Ｂ C－１ C－２ 検討中

南 渡 島 　３３ 　６ 　４ 　４ 　２

南 檜 山 　　５

北 渡 島 檜 山 　　６

札 幌 ２３０ ３１ ２２ 　８ １４ 　３ ４ ２

後 志 　２１ 　１

南 空 知 　１７ 　５ 　２ 　２ 　１ １

中 空 知 　１６ 　２ 　１ 　１ 　１

北 空 知 　　５ 　１

西 胆 振 　２１ 　４ 　３ 　３

東 胆 振 　１６ 　１ 　１ 　１

日 高 　　６ 　１ 　１ 　１

上 川 中 部 　３８ 　６ 　５ 　２ 　３ 　１ １

上 川 北 部 　　７ 　１ 　１ 　１ 　１ 　１

富 良 野 　　５

留 萌 　　７ 　１

宗 谷 　　８ 　４ 　３ 　３

北 網 　２６ 　５ 　３ 　３ 　２

遠 紋 　１１ 　１ 　１ 　１

十 勝 　３４ 　６ 　４ 　１ 　２ 　１

釧 路 　２２ 　８ 　４ 　４ 　２ １

根 室 　　７

合　計 ５４１ ８４ ５５ １４ ４２ １３ ６ ３

第二次医療圏
圏域内の

病  院  数

960時間超の

医師がいる

医療機関数

特例水準の指定を予定(検討)している医療機関数
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医療計画（外来医療計画）について
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外来医療機能に関する情報の可視化

○ 地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行うために、診療所の医
師の多寡を外来医師偏在指標として可視化。

○ 外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所における診療科の専門分化が進んでいること、救急
医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていること、等の状況にある。

○ それを踏まえ、 「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 第２次中間取りまとめ」において、外来医療機能に関する情報
の可視化、外来医療機能に関する協議の場の設置等の枠組みが必要とされ、また、医療法上、医療計画において外来医療に係る医
療提供体制の確保に関する事項（以下、「外来医療計画」）が追加されることとなった。

地域の人口

標準化診療所医師数

×地域の標準化受療率比
10万

×地域の診療所の外来患者対応割合

外来医師偏在指標 ＝

外来医療機能に関する協議及び協議を踏まえた取組

○ 地域ごとにどのような外来医療機能が不足しているか議論を行う、協議の場を設置。
※ 地域医療構想調整会議を活用することも可能。 ※ 原則として二次医療圏ごとに協議の場を設置することとするが、必要に応じて市区町村単位等での議論が必要なものについては、別途ワーキンググループ等を設置することも可能。

○ 少なくとも外来医師多数区域においては、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて、在宅医療、初期救急（夜間・休日の診療）、公衆衛生（学校医、産業
医、予防接種等）等の地域に必要とされる医療機能を担うよう求める。

※ 医師偏在指標と同様、医療ニーズ及び人口・人口構成とその変化、患者の流出入、へき地などの地理的条件、
医師の性別・年齢分布、医師偏在の単位の５要素を考慮して算定。

○ 外来医療計画の実効性を確保するための方策例

今後の検討課題

○ 外来医療機能の偏在の可視化等による新規開業者の行動変容への影響について、検証を行っていく。
○ 十分な効果が得られない場合には、無床診療所の開設に対する新たな制度上の仕組みについて、法制的・施策的な課題を整理しつつ、検討が必要。

経緯

○ 外来医師偏在指標の上位33.3％に該当する二次医療圏を、外来医師多数区域と設定。

新規開業希望者等に対する情報提供

○ 外来医師偏在指標及び、外来医師多数区域である二次医療圏の
情報を、医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参
考となるデータと併せて公表し、新規開業希望者等に情報提供。

※ 都道府県のホームページに掲載するほか、様々な機会を捉えて周知する等、新規開業
希望者等が容易に情報にアクセスできる工夫が必要。また、適宜更新を行う等、質の担
保を行う必要もある。

※ 新規開業者の資金調達を担う金融機関等にも情報提供を行うことが有効と考えられる。

外来医療計画の全体像

・ 新規開業希望者が開業届出様式を入手する機会を捉え、地域における地域の外来医療機能の方針について情報提供
・ 届出様式に、地域で定める不足医療機能を担うことへの合意欄を設け、協議の場で確認
・ 合意欄への記載が無いなど、新規開業者が外来医療機能の方針に従わない場合、新規開業者に対し、臨時の協議の場への出席要請を行う
・ 臨時の協議の場において、構成員と新規開業者で行った協議内容を公表 等

（R3.6.18 第８次医療計画等に関する検討会資料）

地域における外来医療機能の不足・偏在等への対応
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「北海道外来医療計画」について

現行計画：２０２０年度～２０２３年度

【目指す姿】
外来医療計画は、地域に必要な外来医
療機能の確保に向け、医療機関間の役
割分担・連携を推進するとともに、外
来医療機能に関する情報を可視化し、
新たに診療所を開設する医師等にその
情報を提供することなどを通じ、診療
所が比較的少ない地域における診療従
事を促すことを目指します。また、医
療機器の効率的な活用に向け、医療機
器の共同利用の促進を目指します。
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「北海道外来医療計画」（外来医師偏在指標）について

【外来医師多数区域の設定】
外来医師偏在指標の値が全国の二次医
療圏(335圏域)の中で上位33.3％に該当
する二次医療圏を｢外来医師多数区域｣
に設定し、相対的に診療所が多い地域
を客観的に可視化することとされてい
ます。道内においては、札幌圏域が外
来医師多数区域に設定されました。

【算定結果の活用】
外来医師偏在指標は、一定の仮定の下、
入手可能なデータを基に、全国で統一
的に算出されるものであることから、
外来医師の過不足を示す絶対的な指標
ではなく、外来医師の偏在の状況を表
し得る参考的な指標として捉えること
が適当です。また、外来医師偏在指標
には、病院で外来を担当する医師数や
病院の外来を受診する患者数が考慮さ
れていませんが、中には病院が中心的
に外来医療を担っている地域もあり、
こうした地域では、病院と診療所にお
ける機能分担のあり方などについて議
論する必要があります。
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「北海道外来医療計画」（医療機器の配置状況に関する指標の算定）について

【算定結果の活用】
人口減少が進行する中、医療ニーズを踏
まえて医療機器を有効に活用し、効率的
な医療提供体制を構築していく必要があ
ります。そのためには、地域に既にある
医療機器を適切に把握することが重要で
あり、病床機能報告等を適宜活用すると
ともに、地域医療構想調整会議等におい
て医療機器の稼働状況や耐用年数等につ
いての情報共有を図りながら、医療機器
の配置状況に関する指標を活用していき
ます。
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基準病床数について
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○ 病院又は診療所の開設等を行う場合は、都道府県知事（保健所設置市長、特別区長）に開設等の許可申
請を行い、許可を受ける必要。（医療法第７条）

○ 開設等の許可に対し、既存の病床数が基準病床数を超える地域（病床過剰地域）では、以下のとおり対応。

仕組み

病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国

的に一定水準以上の医療を確保

目的

①公的医療機関等（※）

・ 都道県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、許可をしないことができる。（医療法第７条の２）

※ 公的医療機関等： 医療法第３１条に定める公的医療機関（都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者（地方独立行政法人、日本赤十字社、
社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会等）の開設する医療機関）及び医療法第７条の２第１項２号から８号に
掲げる者（共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構等）が開設する医療機関

②その他の医療機関
・ 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、
開設・増床等に関して、勧告を行うことができる。（医療法第30条の11）

・ 病床過剰地域において、開設許可等に係る都道府県知事の勧告に従わない場合は、保険医療機関の指定を行わ
ないことができる。（健康保険法第65条第４項）

特例措置

○ 病床過剰地域であっても、一定の条件を満たす場合には、特例として新たに病床を整備することが可能。
＜特例が認められるケース＞
・ がん又は循環器疾患に係る専門病床など、特定の病床を整備する場合
・ 公的医療機関等を含め、複数の医療機関の再編統合を行う場合 等

（R3.6.18 第８次医療計画等に関する検討会資料）

基準病床数制度について
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基準病床数と既存病床数

第二次医療圏 基準病床数
(平成30年４月１日)

既存病床数
(令和４年３月１日)

差 引 第二次医療圏 基準病床数
(平成30年４月１日)

既存病床数
(令和４年３月１日)

差 引

南 渡 島 ４,２６５ ５,５２１ １,２５６ 上川中部 ４,７９３ ６,０３８ １,２４５

南 檜 山 １７４ ３９１ ２１７ 上川北部 ５７６ ８８０ ３０４

北渡島檜山 ３３６ ６４３ ３０７ 富 良 野 ２６１ ４７２ ２１１

札 幌 ２１,３１６ ３２,８７３ １１,５５７ 留 萌 ２７３ ６７１ ３９８

後 志 １,４６２ ２,５７１ １,１０９ 宗 谷 ３８３ ７０９ ３２６

南 空 知 ９７４ １,８２１ ８４７ 北 網 ２,０４０ ２,７３５ ６９５

中 空 知 ９３３ １,８４６ ９１３ 遠 紋 ５０３ ９８８ ４８５

北 空 知 ２８３ ６０６ ３２３ 十 勝 ３,３４１ ３,９７０ ６２９

西 胆 振 １,８４７ ３,５１６ １,６６９ 釧 路 ２,５９０ ３,４２３ ８３３

東 胆 振 ２,０２７ ２,０５５ ２８ 根 室 ２９７ ５５７ ２６０

日 高 ２７３ ５９９ ３２６ 合 計 ４８,９４７ ７２,８８５ ２３,９３８

病床種別 基準病床数
(平成30年４月１日)

既存病床数
(令和４年３月１日)

差 引

精神病床 １７,１１６ １９,０３３ １,９１７

結核病床 ８０ １４６ ６６

感染症病床 ９８ ９７ ▲１

【一般病床】
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